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令和 2 年度事業計画書  

 

【 公 益 事 業 】  

 

１. 青少年を対象とする学校講道館の運営 

各種学校に認定されている学校講道館で、生徒の技能、習熟度合いに応じて柔道を技術面と態度面か

ら指導する。技術に関する内容は、基本動作、対人技能、試合と段階的に進める。態度に関する内容は、

特に礼法や相手を尊重する態度、公正な態度、健康・安全に関する態度及び柔道の持つ伝統的な行動の

仕方などを重視して講師が指導に当たる。 

 

（１）普通科 

   柔道の初心者を対象にした科。柔道の基礎的な実技と理論について指導する。 

（２）特修科 

   普通科を終了した者、あるいはそれと同等の力量を有する者を対象とした科。柔道の一般的な実

技と理論について指導する。 

（３）国際科 

   外国人で柔道の指導を受けたい者を対象とした科。その実技と理論を基礎的な過程から専門的な

過程へと段階的に指導する。 

（４）補習科 

   特修科を終了した者、あるいはそれと同等の力量（初段以上の経験者）をもつ者を対象とした科。

自己研修（研究・乱取）を中心とし、専門的な技術指導、技の解説等をより高い程度まで指導す

る。 

（５）研修科 

       参段以上の者、あるいはそれと同等の力量をもつ者を対象とした科。柔道の高度な専門的技術、

理論について指導する。 

 

 

２．講道館道場における柔道の指導教授 

（１）講道館道場における修行者の適切な指導のため、延べ１５０名を超す指導員・講師を配置して柔

道の指導教授を行う。指導に当たっては、柔道技術面だけにとどまることなく、礼法や相手を尊

重する態度、公正な態度、柔道の持つ伝統的な行動の仕方等を重視して修行者の指導に当たる。 

（２）道場指導員、学校講道館講師及び柔道高段者を対象に、資質の向上と自己研鑽に資する目的で、 

研修会を実施する。 

（３）修行者の心身鍛錬のため、真夏の暑中稽古及び真冬の寒稽古を実施する。 

（４）自己の上達度合いを確認し修行の励みとするため、紅白試合及び月次試合を行う。    

 

  

３．学校等の柔道指導者による青少年の健全な育成に関する協議会の開催 

 学校の柔道指導者を対象に協議会等を開催し、柔道の教育的、体育的、精神的な面から、柔道を通し

て次代を担う青少年の健全な育成を図る方策等について意見交換し研鑽を積む。例えば、日本中学校体

育連盟柔道競技部の全国（４７都道府県）委員長を対象として、「講道館中学校指導者講習会」を開催

し、意見交換を実施する。 

 

 

４．柔道による青少年の健全育成に関する実践報告会及び研究会の開催 

（１）  青少年の柔道普及を目的とした少年部錬成発表会（日頃の練習の成果の披露や高段者による「形」

の演技等）を実施する。 
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（２）全日本柔道少年団都道府県代表者会議の場を利用して、児童の健全育成方法、問題点解明等につ

いての報告・研究会を開催する。その結果は各代表者が持ち帰って各県の少年団の活動を通じて

一般に還元する。 

 

 

５．柔道による青少年の健全な育成に関する国内外諸団体との連絡資料交換及び交流 

柔道に関わる国内外の諸団体と、柔道技術、精神、安全対策などについて意見交換を行う。例えば、

講道館段位推薦委託団体（１１０団体）の会長会議を開催し、各地の青少年の柔道普及振興の為の具体

策などについて意見交換を行う。 

 

 

６.柔道に関する講習会の開催 

（１） 指導者の資質の向上、修行者の基礎の確立を目的とした柔道に関する「夏期講習会」を開催する。 

（２）正しい柔道の普及発展を図るため、講道館の経費負担で、講道館からの講師派遣による「講道館 

講習会」を実施する。例えば、地方の要請に応じ「技術指導」等の講習会を行う。 

（３）柔道の「形」の指導・普及のため、全国１０地区で「講道館形講習会」を開き、講師を派遣する。 

（４）海外における正しい柔道（「形」、歴史、理念等）の指導・普及のため、外国で「講道館講習会」

を開き、講師を派遣する。  

（５）柔道を通じた青少年の健全育成を目的として「講道館青少年育成講習会」を、講道館からの講師

派遣により実施する。 

 

 

７．柔道指導者の養成及び海外派遣並びに外国人柔道指導者等の受入れ 

（１）  国際柔道連盟（IJF）はじめ各大陸連盟、各国柔道連盟の招聘等による柔道指導者の海外派遣を

通して、柔道に関わる技術・理論を幅広く指導して柔道の普及発展に寄与する。 

（２） 海外からの直接あるいは我が国官公庁等の招聘等による外国人指導者・修行者等の受入れを実施

し、柔道に関わる技術・理論を幅広く指導して日本文化としての柔道を紹介する。 

（３）独立行政法人国際協力機構（JICA）の青年海外協力隊から海外に派遣される柔道隊員候補生に対 

して、柔道を通しての国際協力（柔道指導）を行う上での指導者としての資質向上を図るため、 

柔道に関わる総合的な事項を指導する。 

（４）海外の青少年修行者グループを講道館に招聘して「ユース柔道教育キャンプ」を開催し、正しい

柔道の普及振興を図るとともに、次世代のリーダーを育成する。 

（５）海外派遣に絡み、柔道器材支援として、柔道衣や畳を必要とする青年海外協力隊はじめ在外指導

者並びに各国連盟に寄贈する。 

 

 

８．柔道に関する調査研究 

（１）大学の体育の教授その他の専門家により「講道館柔道科学研究会」を常設し、柔道の原理、歴史、

生理、バイオメカニクス等の研究を行う。研究成果として「紀要」の発刊、並びに「研究集会」

の開催を隔年で行い、今年度は研究集会を実施する。 

（２）専門家等により「講道館技研究部」を常設し、柔道の投技、固技、当身技及び審判規定等に関し

た研究会を開催する。 

（３）専門家等により「形検討委員会」を常設し、柔道の各種形に関した検討会を開催する。 

 

 

９．柔道に関する図書、雑誌等の編集発行 

 柔道の普及振興を目的として柔道に関する図書、雑誌等を編集発行する。講道館機関誌である月刊「柔

道」を毎月編集発行する。 
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１０．柔道に関する文献資料の収集保存及び展示 

 講道館に柔道関係の資料館及び図書館を常設し、原則として寄贈により資料を収集して、専門員を配

置し一般に展示・閲覧提供する。 

 

（１）資料館では、資料の収集促進と目録作成、展示・保存環境の向上（清掃・点検等）、利用者への 

対応等を行う。 

（２）図書館では、国内外の柔道に関する文献、ＡＶ資料、大会プログラム、逐次刊行物等の収集保存 

と閲覧提供、質問者やメディアへの対応を行う。 

 

 

１１．柔道の国際大会及び国内大会の開催 

 柔道修行者が日頃の鍛錬の成果を発揮し一層の技術向上を図るため、またトップレベルの競技会開催

により柔道の普及振興を図るため、各種大会を開催する。 

 例えば、皇后杯全日本女子柔道選手権大会、全国柔道高段者大会、全日本柔道選手権大会、全国少年

柔道大会、全日本柔道「形」競技大会等を開催する。 

 

 

１２．柔道の段位認定 

 柔道修行の励みとし修行者のレベル向上に資するため、段位の認定をする。段位は柔道を指導教授す

る際や、各種大会等で競技を行う際の基準ともなるものであり、柔道の普及振興に必要欠くべからざる

ものである。直接講道館での申請及び各地区にある段位推薦委託団体及び海外の講道館コミッティから

の申請に基づき、講道館で審議し段位を認定する。講道館入門者には館員証、昇段登録者には昇段証書

を発行する。 

 

 

１３．柔道の合宿、講習会、大会等参加者のための宿泊・休憩施設の提供 

 講道館で柔道の合宿、講習会、大会等が行われる場合、参加者及び指導者・運営役員等に対して宿泊

や休憩のための施設を安価に提供する。 

 

 

１４．東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への協力 

 本年 7 月から 8 月にかけて東京にて開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会において、東

京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に対し、公式練習会場として道場等の貸し出しを

行う。 

 

 

【 収 益 事 業 】  

 

１５．物品販売 

 柔道関係の書籍、ＤＶＤ、額、柔道グッズ等の雑貨、カレンダー等の刊行物等を販売する。また、登

録商標の使用許諾料収入等も得る。 

 

 

１６．貸室・駐車場賃貸等事業 

 講道館が所有する不動産の一部を店舗、医療機関、事務所、食堂、駐車場、携帯電話基地局等として

賃貸する。また、自動販売機、コインランドリー等のサービスを有料で提供する。 


